
 

求める人材像 「市民から信頼される人材」 
福岡市が求める人材は、市民全体の奉仕者として、市民の声に耳を傾け、市民に説明責任を果たすこと

ができるコミュニケーションカを持ち、市民や職場の仲間たちと信頼関係を築き、困難な状況にあっても、

責任感と積極性をもって自分に課せられた仕事に取り組むことができる人です。 

１ 上級行政技術（土木、建築、電気、機械、造園）の受験可能年齢を20歳に引き下げます。 
高等専門学校の５年生や短期大学の２年生の方が、現役で上級職を受験できるようになりました。 

また、大学生の方も、早くて２年生から受験できるようになりました。在学中の学校（大学、大学院等）を正規の修業年限で卒業・修

了するまでの間、採用を猶予（最大２カ年）しますので、その間、学業に専念できます。（採用の猶予について、詳しくは１８～１９ペー

ジをご覧ください。） 

２ 上級行政技術、消防吏員A、獣医師、保健師の論文試験を廃止しました。 

３ 上級行政技術（土木、建築、電気、衛生管理（動物））、ボートレース技術補、海技（機関）の受験者は、令和

８年10月1日採用を希望できます。 

対象者：令和８年10月1日から勤務できる人で、下記の年齢要件に当てはまる人 

・土木、建築、電気：平成18年４月１日までに生まれた人 

・衛生管理（動物）：平成16年４月１日までに生まれた人 

・ボートレース技術補、海技（機関）：平成20年４月１日までに生まれた人 

４ 消防吏員Aの教養試験は、一般方式（従来の教養試験）とSPI方式の選択制です。 

５ 令和８年度の上級（先行枠）採用試験または公務員経験者採用選考への受験申込みが完了した方は、こ

の募集案内に記載の全ての募集区分において受験申込みはできません。 

令和8年度  

福岡市職員募集案内 
（上級、消防吏員A、獣医師、保健師、ボートレース技術補、海技） 

令和8年4月23日  

福岡市人事委員会   
 

 

 

 

 

 

 令和８年度 上級等試験の主な変更点・注意点                                                

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 採用予定日  原則、令和９年４月１日 

        ※ただし、上級行政技術（土木、建築、電気、機械、造園）の最終合格者のうち、在学中の学校（大学、大学院等）
を正規の修業年限で卒業・修了することを理由に名簿登載期間の延長を希望する人で、人事委員会が認め
る人については、原則、令和１０年４月１日又は令和１１年４月１日に採用予定とします。 

 

 募集区分  

上級行政事務(行政、福祉、心理) 

上級行政技術（土木、建築、電気、機械、造園、衛生管理（食品）、衛生管理（環境）、衛生管理（動物）） 

消防吏員A（一般方式、SPI方式）、獣医師、保健師、ボートレース技術補、海技（航海、機関） 

※「上級行政事務（行政）」及び「上級行政技術（土木、建築、電気、機械）」は一般枠の募集となります。以下も同様の取り扱いです。 

   主な日程等                                                 

 
 

第１次試験日 
令和８年6月21日(日） 午前９時着席（説明開始）   

※消防吏員A（SPI方式）は６月２日（火）～６月21日（日）のうち各受験者が選択する日時・会場 

第1次試験会場 
福岡会場 福岡大学 （福岡市城南区七隈８丁目19番１号） 

東京会場 日本大学法学部 神田三崎町キャンパス(東京都千代田区神田三崎町２丁目３番１号) 

受  付  期  間   電子申請のみ  ４月23日（木）午前９時 ～ 5月15日（金）午後５時 （受信有効） 

申  込  方  法  

★福岡市職員募集ホームページの「採用試験受験申込サイト」から 

  申し込んでください。（詳細は10～1４ページを参照） 

★スマートフォンからも申込みできます。 
※受験票は、A4サイズ・カラーで印刷してください。 

   プリンターを個人で所有していない場合は、コンビニエンスストアなど 

  プリントサービスが 利用できる施設で印刷してください。 

申込みはこちらから 
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 １ 募集区分、採用予定人員及び職務の概要                                           

 

※ 採用予定人員は、変更になることがあります。 

※ 申込みは一人一つの募集区分に限ります。 

※ 令和８年度の上級（先行枠）への申込みが完了した方は、上記の全ての募集区分への受験申込み（併願）はできません。   

※ 当該採用試験等に受験申込みをした方は、令和８年度の社会人経験者採用選考及び令和８年度の「公務員経験者採用選

考」への受験申込み（併願）はできません。 

※ 消防吏員Aは、採用後、消防学校（全寮制）に入校し、消防吏員として必要な教育を受けます。 

 （「消防吏員A」と記載している場合は、一般方式及びSPI方式どちらの区分も対象です。以下も同様の取り扱いです。） 

※  消防吏員Aは大学卒業程度、消防吏員Bは高校卒業程度（４年制大学在学者及び卒業者は受験不可）となっています。    

消防吏員Bは7月２３日から募集を開始する予定です。 

※ 海技（航海）及び海技（機関）の主な配属先の勤務形態は、次のとおりです。 

① 志賀島航路の主な勤務時間は、午前5時55分〜午後2時50分、午前6時15分〜午後3時15分及び午後3時10分〜

午後11時55分で、志賀島からの勤務になります。 

② 玄界島航路の主な勤務時間は、午前5時35分〜午後2時20分及び午後1時15分〜午後10時00分で、玄界島からの

勤務になります。 

③ 能古航路の主な勤務時間は、午前4時20分〜午後1時50分、午前8時00分〜午後5時00分及び午後1時50分〜午

後11時30分で、能古島からの勤務になります。 

※ 志賀島、玄界島及び能古島には、宿泊可能な船員控室があります。 

※ 受付期間終了後は、募集区分及び試験会場の変更はできません。 

募 集 区 分 採用予定人員 職 務 の 概 要 

上 

級 

行
政
事
務 

行      政 ４４人 市長事務部局、教育委員会、水道局、交通局等で事務に従事します。 

福      祉 ３人 市長事務部局等で福祉に関する相談・指導、生活保護等の業務に従事します。 

心   理  ２人 市長事務部局等で心理判定や福祉等の業務に従事します。 

行 
 

政 
 

技 
 

術 

土   木 １５人 

市長事務部局、教育委員会、水道局、交通局等で施設・設備の設計、施 

工監督、維持管理等の業務に従事します。 

※土木・電気・機械は、深夜勤務を含む交替制勤務になる場合があります。 

建   築 ５人 

電   気   ７人 

機   械   ４人 

造   園  ３人 

衛 生 管 理 

（ 食 品 ） 
１０人 

市長事務部局、教育委員会、水道局等で食品衛生監視、くらしの衛生監視、大

気・騒音等の監視、医療監視、薬事監視、水質・細菌・ウイルス検査、調査研

究等の業務に従事します。 

※食品衛生監視は｢食品衛生監視員の被任用資格｣を有する場合のみ従事できま

す。 

衛 生 管 理 

（ 環 境 ） 
４人 

衛 生 管 理 

（ 動 物 ） 
４人 

動物園等で動物の飼育管理、保護・繁殖、調査研究、環境教育の企画、普及啓

発等の業務に従事します。 

消  防  吏  員  A 
（ 一 般 方 式 ） １３人 

消防署等で原則として深夜勤務を含む交替制勤務の消防業務に従事します。 

※女性については、現行の法令上、従事できる業務に制限があります。 消  防  吏  員  A 
（ S P I 方 式 ） １３人 

獣   医   師 ４人 

動物愛護管理センター、食肉衛生検査所、動物園等で狂犬病予防・動物の適正飼育

啓発、と畜検査、動物の飼育管理等の業務に従事します。 

※衛生管理（食品・環境）の業務にも従事します。 

保    健    師 ７人 保健福祉センター等で保健師等の業務に従事します。 

ボートレース技術補 ２人 
ボートレース福岡（ボートレース場）でモーターボート競走用のモーター、ボートの整

備等やボートレース福岡に関連する事務等に従事します。原則として土曜日、日曜

日、祝日及び年末年始は勤務となります。 

海技（航海） ３人 港湾空港局で船舶の運航業務に従事します。志賀島航路、玄界島航路、能古航路等

に配置され、交替で早朝便や深夜便の勤務があります。 

※勤務形態等については、下記をご覧ください。 海技（機関） ４人 
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 ２ 受験資格  

次の(1)から(3)までの要件を満たす人 

(1) それぞれの募集区分の受験資格に該当する人 

募 集 区 分 受 験 資 格 （ 年 齢 ・ 免 許 ・ 資 格 等 ） 

上 

級 

行 

政 

事 

務 

行 政 

次のいずれかに該当する人 

① 平成９(１９９７)年４月２日から平成１７(200５)年４月１日までに生まれた人 

② 備考１のとおり 

心 理 

平成９(199７)年４月２日以降に生まれた人で次のいずれかに該当する人 

① 大学（短大※1を除く。）又は大学院※1において心理学を専攻し、卒業（修了）した人 

又は令和９(202７)年３月31日までに卒業（修了）見込みの人 

② 人事委員会が①に掲げる資格と同等の資格があると認める人 

＊心理学の単位を取得しているだけでなく、専攻していることが必要です。 

福 祉 
次のいずれかに該当し、かつ、右にあ

る要件を満たす人 

① 平成９(199７)年４月２日から 

平成1７(200５)年４月１日までに 

生まれた人 

② 備考１のとおり 

社会福祉主事の被任用資格※2を有す

る人又は令和９(202７)年３月31日

までに取得見込みの人 

行 

政 

技 

術 

衛 生 管 理 

（ 食 品 ） 

食品衛生監視員の被任用資格※3を有

する人又は令和９(202７)年３月31日

までに取得見込みの人 

土木 ・ 建築 

電気 ・ 機械 

造 園  

次のいずれかに該当する人 

① 平成９(199７)年４月２日から平成19(2007)年４月１日までに生まれた人 

② 備考２のとおり 

衛生管理（環境） 

衛生管理（動物） 

次のいずれかに該当する人 

① 平成９(199７)年４月２日から平成1７(200５)年４月１日までに生まれた人 

② 備考１のとおり 

消  防  吏  員  A 

次のいずれかに該当し、かつ、日本国籍を有する人 

① 平成９(199７)年４月２日から平成1７(200５)年４月１日までに生まれた人 

② 備考１のとおり 

獣    医    師 
平成３(199１)年４月２日以降に生まれた人で獣医師の免許を有する人又は令和

８年度実施の国家試験で取得見込みの人 

保    健    師 
平成８(199６)年４月２日以降に生まれた人で保健師の免許を有する人又は令和

８年度実施の国家試験で取得見込みの人 

ボートレース技術補 

平成3(1991)年４月２日から平成２1(2009)年４月１日までに生まれた人で、次

の①又は②のいずれかに該当する人 

① 小型船舶操縦士免許（湖川小出力及び特殊小型船舶免許を除く。）及び次のい

ずれかを有する人（いずれの免許・資格も取得見込みは不可） 

ア 航空整備士又は航空工場整備士の技能証明書  

イ 自動車整備士（自動車タイヤ・自動車電気装置・自動車車体整備士を除く。）の

技能検定合格書 

ウ 海技士（機関）免許 

② モーターボート整備士の資格を有する人（取得見込みは不可） 

海技（航海） 
平成3(1991)年４月２日から平成21(2009)年４月１日までに生まれた人で、6

級以上の海技士（航海）の免許を有する人（取得見込みは不可） 

海技（機関） 
平成3(1991)年４月２日から平成21(2009)年４月１日までに生まれた人で、５

級以上の海技士（機関）の免許を有する人（取得見込みは不可） 

備考１  平成1７(200５)年４月２日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人 

ア  大学（短大※1を除く。）を卒業した人又は令和９(202７)年３月31日までに卒業見込みの人 

イ 人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人 

備考２  平成19(2007)年４月２日以降に生まれた人で、次のいずれかに該当する人 

ア  大学（短大※1を除く。）を卒業した人又は令和９(202７)年３月31日までに卒業見込みの人 

イ 人事委員会がアに掲げる資格と同等の資格があると認める人 
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※１ 大学、短大及び大学院とは、それぞれ学校教育法に基づく大学、短期大学及び大学院をいいます。以下同じ。 

※2  福祉の「社会福祉主事の被任用資格」を有するには、次の①～③のいずれかに該当することを要します。 

① 大学、短大において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目のうち３科目以上修めて、卒業すること 

②  厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了したこと 

③  社会福祉士又は精神保健福祉士 

* 社会福祉主事の被任用資格については、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

     ※3 衛生管理（食品）の「食品衛生監視員の被任用資格」を有するには、次の①～④のいずれかに該当することを 

       要します。 

① 都道県知事の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において、所定の課程を修了した人 

② 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師 

③ 大学又は高等専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修め

て卒業した人 

④ 栄養士又は管理栄養士で２年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有する人 

なお、上記※3－①③については、ご自分で判断するのではなく、大学等に確認の上、申し込んでください。 

 ※４ ボートレース技術補及び海技（航海・機関）の各免許・資格は、申請日（電子申請の送信日）及び採用時にお

いて取得（有効な免許証・海技免状等の証明書類を保有）していることが必要です。 

 

(2) 地方公務員法第1６条の各号のいずれにも該当しない人 

【地方公務員法第16条(抄)】 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける 

ことがなくなるまでの人 

・ 福岡市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※ 地方公務員法の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

 

(3) 次のいずれかに該当する人(ただし、消防吏員Aは日本国籍を有する人に限る。) 

・ 日本国籍を有する人 

・ 出入国管理及び難民認定法に定められている永住者 

・ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定められてい 

る特別永住者 

※ 公務員に関する国の基本原則（内閣法制局）を踏まえ、外国籍の方は、採用後、担当できる職務等に制

限があります。 詳しくは、福岡市職員募集ホームページをご確認ください。 
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 ３ 試験の方法  

上級及び消防吏員Aは大学卒業程度、海技及びボートレース技術補は高校卒業程度、獣医師・保健師はそれぞれ

の免許に応じた試験を次のとおり行います。 

(1) 試験科目・配点・内容等 

試 験 科 目 

配 点 

内      容 行政事務  
（ 行政 ）  

消防吏員A 
（一般方式） 

消防吏員A 
（SPI方式） 

ボートレース 

技術補、海技 

左記以外の

区分 

第 

１ 

次 

試 

験 

教養試験 100 100 － 100 100 

公務員として必要な一般教養についての5肢

択一式による筆記試験を行います。 

（150 分・50 問） 

（ボートレース技術補及び海技は120分・40問） 

教養試験 
SPI3(基礎 

能力検査） 
－ － 100 － － 

公務員として必要な基礎能力（言語的理解、論

理的思考、数量的処理能力といった知的能力） 

※面接の参考とするため、性格検査を実施。 

専門試験 100 － － － 100 

各募集区分に必要な専門知識及び能力につ

いての５肢択一式による筆記試験を行いま

す。 

（120 分・40 問） 

面接 
（WEB） 

180 － － － － 個別面接（WEB）を行います。 

第 

２ 

次 

試 

験 

論   文 20 － － － － 
論文試験を行います。 

（75 分・1,000 字程度） 

体力試験 

体力検査 
－ 

○ 
※試験 

○ 
※試験 

○ 
※検査 

－ 基礎体力についての試験・検査を行います。 

面接 
（対 面） 

120 120 120 120 120 
個別面接（対面）を行います。 

※面接の参考とするため、適性検査を実施。 

身体検査 － ○ ○ ○ － 健康状態についての医学的検査を行います。 

※ グレーで色づけされている科目が６月21日（日）に実施する試験です。ただし、論文については、第１次試験合格者のみ、

第２次試験で採点します。 

※ 行政事務（行政）については、第１次試験日に論文試験を受験しなかった場合、第１次試験は失格となります。 

※ 消防吏員A（SPI方式）は、第１次試験当日の集合不要です。SPI3受検手続の流れ（1６ページ）を確認してください。 

※ 教養試験（消防吏員A（SPI方式）を除く。）、専門試験については、次の式により得点を算出します。 

その結果、得点が100点を超える場合もあります。 

 

 

※ 行政事務（行政）の第１次試験面接試験受験該当者は、教養試験及び専門試験により、また消防吏員Ａの第２次試験面接

試験等受験該当者は、体力試験の成績により決定します。 

※ 上記表中の○印の試験科目については、得点化はせずに、可否判定のみ行います。 

※ 第１次試験の合格は、第１次試験科目の総合成績により決定しますが、一定の基準（点）を満たさない試験科目がある場合

は不合格となります。 

※ 最終合格は、第２次試験科目の総合成績のみにより決定し、第１次試験の成績は反映されません。また、一定の基準（点）を

満たさない試験科目がある場合は不合格となります。 

※ 適性検査を含め、受験していない試験科目等がある場合は失格となります。 

※ 福祉、心理、衛生管理（食品）、獣医師、保健師、ボートレース技術補、海技（航海・機関）を受験する人は、第１次試験合格後

に受験資格を証明する書類（資格証明書、成績証明書及び卒業又は修了（見込）証明書、免許証、免状等）を提出していた

だきます。書類を提出できない場合は、失格となることがあります。 

※ 消防吏員Aの第１次合格者のうち、申込日現在で、福岡市の消防吏員として勤務する人は、体力試験及び身体検査を免除

とします。 
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（2） 教養試験の出題分野 

募 集 区 分  出       題       分       野 

消防吏員Ａ（SPI 方式） 

以    外 
社会・人文・自然に関する一般知識、文章理解（英文を含む。）、判断推理、数的推理、資料解釈 

消 防 吏 員 A 

（SPI 方式） 

公務員として必要な基礎能力（言語的理解、論理的思考、数量的処理能力といった知的能力） 

※面接の参考とするため、性格検査を実施。 

 

（3） 専門試験の出題分野 

募 集 区 分 出       題       分       野 

上 

 

 

級 

行

政

事

務 

行 政 政治学、行政学、憲法、行政法、民法、刑法、労働法、経済学、財政学、社会政策、国際関係、経営学 

福 祉 社会福祉概論（社会保障を含む。）、社会学概論、心理学概論（社会心理学を含む。）、社会調査 

心 理 
一般心理学（心理学史、発達心理学、社会心理学を含む。）、応用心理学（教育心理学・産業心理学・ 

臨床心理学）、調査・研究法、統計学 

行

政

技

術 

土 木 数学・物理・情報、応用力学、水理学、土質工学、測量、都市計画、土木計画、材料・施工 

建 築 
数学・物理・情報、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画、都市計画、 

建築設備、建築施工 

電 気 数学・物理、電磁気学・電気回路、電気計測・制御、電気機器・電力工学、電子工学、情報・通信工学 

機 械 
数学・物理・情報、材料力学、流体力学、熱工学、電気工学、機械力学・制御、機械設計、機械材料、

機械工作 

造 園 造園学原論、造園材料・施工、造園管理、造園計画・設計（都市・地方計画を含む。）、造園関連基礎 

衛生管理 

（食 品） 

統計学、分析化学、無機化学･無機工業化学、有機化学･有機工業化学、生物化学、衛生、食品科学、 

応用微生物学、公衆衛生学、畜産物利用学、水産利用学 

衛生管理 

（環 境） 

数学・物理・情報、統計学、物理化学、分析化学、無機化学･無機工業化学、有機化学･有機工業化学、 

化学工学、生物化学 

衛生管理 

（動 物） 

家畜育種学、家畜繁殖学、家畜生理学、家畜飼養学、家畜栄養学、飼料学、家畜管理学、畜産経営一般、

公衆衛生学、生物化学、応用微生物学 

獣  医  師 基礎獣医学、病態獣医学、応用獣医学、臨床獣医学 

保  健  師 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 

 

（4） 論文・面接の評定基準 

試 験 科 目 評       定       基       準 

論    文 理解力・問題意識、独自性（自分の考え・意見）、論理性・構成力、表現力の観点から評定します。 

面 接 コミュニケーション力、情緒安定性、協調性・関係構築力、責任感・積極性の観点から評定します。 
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（5） 消防吏員Ａの体力試験の種目及び必要な体力の基準 

   １種目でも基準を満たしていない場合は不合格となります。 

種    目 内               容 
必要な体力の基準 

男 性 女 性 

握 力 握力計で左右の握力を測定 
３８ kg 

（左右の平均） 

２３ kg 

（左右の平均） 

上 体 起 こ し 仰向けの姿勢から前方への上体起こし（３０秒間） ２４ 回 １７ 回 

長 座 体 前 屈 両足をそろえ、膝を伸ばして座った姿勢からの前屈 ３８ cm ３８ cm 

反 復 横 と び 
中央のラインから左右のラインへのサイドステップ 

（２０秒間）※それぞれのラインを通過するごとに１点 
４７ 点 ３９ 点 

２ ０ ｍ シ ャ ト ル ラ ン 往復持久走 ６２ 回 ３２ 回 

立 ち 幅 と び 助走なしで両足同時に踏み切る前方への幅とび １９２ cm １４１ cm 

（6） 消防吏員Ａの身体検査の基準 
消防吏員Ａの身体検査のうち、下記の項目については、基準を満たしていない場合は不合格となります。 

項    目 基    準 

視 力 矯正視力を含み、両眼で０.７以上、かつ、一眼でそれぞれ０.３以上であること 

色 彩 識 別 能 力 赤色、青色、黄色の識別ができること 

（7） ボートレース技術補の体力検査の種目及び必要な体力の目安 

種    目 必 要 な 体 力 の 目 安  （ 男 女 共 通 ） 

握 力 22 ㎏ （左右の平均） 

立 ち 幅 跳 び 130 ㎝ 

長 座 体 前 屈 35 ㎝ 

(8) ボートレース技術補の身体検査の基準 

ボートレース技術補の身体検査のうち、下記の項目については、基準を満たしていない場合は不合格となります。 

項    目 基    準 

視 力 矯正視力を含み、両眼ともに0.5以上であること 

弁 色 力 強度の色弱でないこと 

聴 力 
両耳ともISO規格のオージオメーター500、1000、2000ヘルツの各周波数において聴力損失35デ

シベル以内であること又はこれと同等の聴力であること 

（9）海技の体力検査の種目及び必要な体力の目安 

種    目 内     容 
必要な体力の目安 

男性 女性 

握 力 握力計で左右の握力を測定 
３７kg 

（左右の平均） 

２２kg 

（左右の平均） 

立 ち 幅 と び 助走なしで両足同時に踏み切る前方への幅とび １７９cm １３０cm 

長 座 体 前 屈 両足をそろえ、膝を伸ばして座った姿勢からの前屈 ３５cm ３５cm 

（10）海技の身体検査の基準 

海技の身体検査のうち、下記の項目については、基準を満たしていない場合は不合格となります。 

項    目 
基    準 

海技（航海） 海技（機関） 

視     力 矯正視力を含み、両眼ともに０．５以上であること 矯正視力を含み、両眼で０．４以上であること 

色     覚 正常であること 

聴     力 ５メートル以上の距離で話声を聴取できること 

疾病及び身体機能

の障がいの 有無 

心臓疾患、視覚機能の障がい、精神の機能の障がい、言語機能の障がい、運動機能の障がいその他の疾

病又は身体機能の障がいにより職務に支障をきたさないと認められること 
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 ４ 試験の日程・合格発表  

日程は変更になる場合があります。最新情報は、福岡市職員募集ホームページで随時確認してください。 

く第１次試験＞ ※指定された日時の変更はできません。 

募 集 区 分 試 験 日 程 等 合 格 発 表  〈午前１０時〉 

行  

政  

事  

務 

行    政 

筆記試験：6月21日（日） 

午前９時～午後５時３０分頃 

面 接 試 験 受 験 該 当 者 発 表 

6月25日(木) 

 

 

福岡市職員募集 

ホームページ 

 
 

面接：７月3日（金）～７月8日(水) 

のうち一日を指定 

第１次合格者発表 

7月16日(木) 

福祉・心理 
筆記試験：6月21日（日）  

午前９時～午後５時３０分頃 
第１次合格者発表 

7月2日(木) 

行 政 技 術 
筆記試験：6月21日（日）  

午前９時～午後3時３０分頃 

消 防 吏 員 Ａ 

（ 一 般 方 式 ） 

筆記試験：6月21日（日） 

午前９時～正午頃 

第１次合格者発表 

6月25日(木) 
消 防 吏 員 Ａ 

（ S P I 方 式 ） 

教養試験(ＳＰＩ３（基礎能力検査）) 

   6月2日（火）～6月21日（日）のうち 

    各受験者が選択する日時・会場 

※受検手続の詳細は、１６ページを参照。 

獣医師・保健師 
筆記試験：6月21日（日） 

午前９時～午後3時３０分頃 
第１次合格者発表 

7月2日(木) 
ボートレース技術補 
海 技 

筆記試験：6月21日（日） 

午前９時～正午頃 

  

※ 行政事務（行政）は、第２次試験の論文を第１次試験日に実施します。 

※ 終了時刻については、前後する場合があります。 
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く第２次試験＞ ※指定された日時の変更はできません。 

募 集 区 分 試 験 日 程 等 合 格 発 表  〈午前１０時〉 

行
政
事
務 

行 政 7月中旬～８月上旬 

最終合格者発表 

8月上旬 

福岡市職員募集 

ホームページ 

 

 

 

※最終合格者には、結果 

   等を文書で通知します。 

 

福祉・心理 7月上旬～８月上旬 

行 政 技 術 7月上旬～８月上旬 

消 防 吏 員 A 

体力試験：7月6日(月) 
※天候等により、予備日（７月11日(土)）に 

   変更になる場合があります。 

面接試験等受験該当者発表 

７月16日(木) 

身体検査：７月下旬～８月上旬 
面接： 8月中旬～8月下旬 

最終合格者発表 

９月上旬 

獣医師・保健師 ７月上旬～８月上旬 

最終合格者発表 

８月上旬 
ボートレース技術補 
海 技 

身体検査：７月中旬～８月上旬 
面接： 8月上旬 

 

 

 

● 各試験の日時、会場、持参すべきものなどについては、面接試験等受験該当者及び第１次合格者に 

『マイページ』内のメッセージで通知します。発表日にメッセージが届かない場合は、 

同日午後５時までに必ず人事委員会事務局任用課へ連絡してください。 

● 合格発表を掲示又は福岡市職員募集ホームページにより確認できない場合は、電話で合否を            

お答えします。 （募集区分・受験番号・氏名が必要です。） 

● 第１次試験面接試験受験該当者発表及び第１次合格者発表から「面接票」等の提出期限までの期間が

短いため、必ず、発表日に福岡市職員募集ホームページでご自身の合否、『マイページ』で面接の日程

をご確認ください。提出物が期限までに提出されない場合は失格となります。 

● 試験への遅刻があった場合は、その後の試験を受験できない場合があります。 
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 ５ 申込手続     

 

● 行政事務（行政）については、点字による受験もできます（福岡会場のみ）。希望する人は、試験時間が 

一部異なりますので、５月１５日（金）午後5時までに必ず人事委員会事務局任用課へ連絡してください。 

● 障がい等のある人で、受験上の配慮（車いすの使用、問題の拡大など）を希望される人は、 

５月１５日（金）午後5時までに必ず人事委員会事務局任用課へ連絡してください。 

受付期間  4月２３日（木）午前９時 ～ ５月１５日（金）午後５時  （受信有効）  

※ スマートフォンからも申込みできます。 

申込みの  

流れ 

申込手続きの流れ（11ページ）に沿って、「採用試験受験申込サイト」から電子申請 

により申し込んでください。 

※ 下記ホームページに掲載する「採用試験申込手続きの流れ」に、具体的な入力方

法を記載していますので、申請前に必ず確認してください。 

※  注意事項（1３～1４ページ）をあわせてご確認ください。 

 

提出物等  

の期限 

 入力・提出期限  （いずれも『マイページ』から入力・提出） 
 

① 「採用試験受験申込フォーム」の入力 

※該当する区分は、「受験資格等確認フォーム」を入力 

⇒５月１５日（金）午後５時（受信有効） 

② 「顔写真」のアップロード 

 ※縦横比４：３ 

 ※令和７年１２月以降に撮影した上半身・正面脱帽のもので、背景が無地のもの 

 ※ファイル形式：JPG/JPEG/GIF/BMP/PNG ファイルサイズ：3MBまで 

③ 「採用候補者名簿有効期間の延長の希望確認フォーム」の入力 

（※行政技術（土木、建築、電気、機械、造園）のうち、採用の猶予

を希望する人のみ） 

⇒５月２５日（月）午後５時（受信有効） 

 

 提出上の注意  
  〇 提出物が全て提出されない場合は、受験ができません。 

  〇 提出後の変更は原則としてできません。 

受験票  
※消防吏員A 

（SPI方式）を除く 

受験票は、5月２８日（木）以降に『マイページ』からダウンロードできます。 

A4の白色紙に、カラー印刷のうえ、第１次試験当日（6月２１日（日））に持参して下さい。 

←福岡市職員募集ホームページ 「電子申請による申込方法」 
https://www.city.fukuoka.lg.jp/jinji-iinkai/ninyo/shisei/dennshishinseimousikomi.html 
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 ６ 申込手続に関する注意事項  

● 受付期間中に全ての受験申込み手続きが正しく完了していないと受験できません。また、以下の場合

は、受験申込みが無効となることがあります。誤って申し込んだ場合は必ず受付期間中に人事委員会

事務局任用課へ連絡してください。 

  ・ 重複して申し込んだ場合 

  ・ 「採用試験受験申込フォーム」及び「受験資格等確認フォーム」（※該当者のみ）が適正に提出されない 

場合 

  ・ 提出内容に不備等がある場合（原則として申込期間中に事務局から連絡はしません。） 

● 機器や通信障害等によるトラブルについて、本市では一切の責任を負いません。 

● 試験に際して取得した個人情報は、福岡市職員採用試験等及び採用の手続きに必要な範囲で利用し、

福岡市人事委員会において適正に管理します。なお、試験等の実施にあたり、関係機関へ申込フォーム

記載の氏名等の個人情報を提供します。 

● 電子申請及び提出物の内容に事実と異なる記載があった場合は、採用される資格を失うことがありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜メールアドレスに関する注意事項＞ 

電子申請時にプロフィール情報として入力されたメールアドレスを、採用試験の受験申込み手続き及び 

試験に関する連絡等に使用します。メールアドレスの登録誤りや受信設定等によりメールが受信できず、 

申込み等ができなかった場合は、受験できませんのでご注意ください。電子メールの設定不備や通信障害 

等については、本市では一切の責任を負いません。 

 

① 以下のメールアドレスは、メールを受信できない可能性がありますので、登録しないでください。 

○ 携帯電話会社が提供するメールアドレス 

○ 大学等が提供するメールアドレス 

 

  ② メールの受信設定を確認してください。 

    ※ 事前に、以下のドメインの電子メールが受信できるよう設定してください。 

 「@snar.jp」及び「@city.fukuoka.lg.jp」 （採用試験申込み時に使用します。） 

    ※ パソコンから送信される電子メールが受信できるように設定してください。 

 

     消防吏員A（SPI方式）のみ  

     消防吏員Ａ（ＳＰＩ方式）は、メールアドレスをＳＰＩ3の受検手続きにも使用します。 

      ※ 事前に、以下のドメインの電子メールも受信できるよう設定してください。 

        「@port.ne.jp」及び「@arorua.net」（ＳＰＩ3の受検手続き時に使用します。）   

 ※ 携帯電話（フィーチャーフォン）では、ＳＰＩ3の受検予約及び性格検査の受検ができません。 

 （スマートフォンは利用可能です。） 

      SPI3を受検できなかった場合は、失格となりますのでご注意ください。 
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＜電子申請についての注意事項＞ 

● 『マイページ』へのログイン方法や受験手続き完了のお知らせメール等は、登録されたメールアドレス 

 宛に送信します。メールが届かない場合は、下記（１）～（２）などの理由が考えられます。 

         （1）申請等が正常に到達していない。 

         （2）メールが迷惑メールに分類されている（ブロック・削除されている）。 

● 各フォームの入力後、送信の前に申込内容の確認画面が表示されますので、必ず、全ての入力内容を 

 確認してください。間違いがある場合には、修正をした上で送信してください。 

● 「採用試験受験申込フォーム」及び「受験資格等確認フォーム」提出後の内容変更は原則としてでき

ません。変更が必要な場合は、福岡市職員募集ホームページに掲載されている「採用試験受験申込

みに関するQ＆A」で手続き方法を確認の上、申込受付期間中に速やかに手続きを行ってくださ

い。 

● 保守点検作業等のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間最終日には、回線の混雑に 

 伴い、『マイページ』へのログインができない場合等が予想されますので、期日に余裕を持って提 

 出してください。なお、回線の混雑やサーバーエラー等により、申込期間中に申込みが完了しなか

った場合でも本市では一切の責任を負いません。  

● 『マイページ』は、長時間ログイン状態が続くと、接続が切断され、入力中であっても提出ができな

い場合があります。入力に時間が掛かる場合は、こまめに一時保存し、不要なログイン状態が続か

ないようにしてください。（一時保存の状態では、提出とはなりませんのでご注意ください。） 

● 「一時保存」では回答は送信されません。回答を送信する際には、必ず「回答する」ボタンを押してくださ

い。 

● 人事委員会事務局が「採用試験受験申込フォーム」の内容を審査した後（受付後、土日祝日を除き２～３

日程度後）に、「受験手続き完了のお知らせ」メールを送信した時点で申込みが確定しますが、取り下げ

申請した場合は、受験手続きも無効となります。 
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 ７ 筆記試験当日の注意事項  

(1) 筆記試験当日（6月２１日（日））は以下のものを持参してください。  

(2) 筆記試験当日は午前９時までに着席できるように、時間に余裕を持って会場ヘお越しください。                      

(3) 駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。また、近隣の迷惑になりますので、試

験会場周辺の路上駐車（送迎等の待機を含む。）は、絶対にしないでください。  

(4) 不正行為が判明した場合は、受験したすべての科目の成績を無効とするとともに、警察に被害届を

提出する場合があります。また、試験中のイヤホンの使用は不正行為として扱います。 

 
※ 消防吏員A（SPI方式）は、第１次試験当日の集合は不要です。SPI３受検手続き（16ページ）をご確認 

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 受験票（当日回収して返却しません。） 

『マイページ』でダウンロードした受験票をA４白色紙にカラー印刷のうえ持参してください。 

     ※ 受験票の回収後にも受験番号が分かるように必ずメモをとっておいてください。 

 

② HBの鉛筆５本以上（マークシート記入用） 

※ 筆記試験のマークシートヘの記入用。なお、論文はシャープペンシルの使用可。 

 

③ プラスチック消しゴム 

 

④ 時計（試験教室に時計はありません。） 

※ 試験中に使用できる時計は、計時機能だけのものに限ります。（スマートウォッチ等、その他の機能

がついた情報通信機器等は使用できません。また、スマートフォン等を時計として使用することはで

きません。） 

 

⑤ 午後まで試験がある募集区分を受験する方は、昼食を持参してください。 

（ゴミは各自で持ち帰ってください。）  

 

⑥ 会場によっては室温の調整ができませんので、体温調節のしやすい服装で受験してください。 
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 ８ ＳＰＩ３ 受検手続 ※消防吏員Ａ(ＳＰＩ方式)のみ    
 

 

 

 
 

事前に「@port.ne.jp」及び「@arorua.net」のドメインから送付される電子メールが受信できるよう

に設定してください。（メールアドレスに関する注意事項（１3ページ）を必ず確認してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「ＳＰＩ3受検依頼メール」(５月２7日（水）送信予定)が届かない場合は、５月２8日（木）午後５時までに 

必ず人事委員会事務局へ連絡してください。 

※ ６月２１日（日）までに基礎能力検査を受検できなかった場合は失格となります。 

 また、日程によってはテストセンターが会場休業日もしくは満席のため受検予約できないことがあり 

 ます。余裕を持って受検手続きを行ってください。 

※ 基礎能力検査受検時に、本人確認書類（ＳＰＩ3の受検票に記載された氏名と一致している顔写真付き 

身分証書（マイナンバーカード（顔写真付き）、運転免許証、パスポート など）の原本（コピー不可））が 

必要です。本人確認書類がない場合、受検できません。基礎能力検査受検までにあらかじめ各自で準 

備しておいてください。本人確認書類、ＳＰＩ3に関する注意点、持参物、テストセンター会場情報などに 

ついては、ＳＰＩ3ホームページを参照してください。 

※ 性格検査は、基礎能力検査受験前に自宅等で受検してください。 

※ 初めてテストセンターで受検する場合はテストセンターＩＤを取得する必要があります。 

 ＳＰＩ3ホームページ（https://www.spi.recruit.co.jp/testcenter/）の“よくあるご質問”→ 

 “1. テストセンターID取得” の欄を参照してください。 

※ 第三者が受検を代行する（いわゆる替玉受験）等の不正行為が判明した場合は、直ちに失格とするととも 

に、警察に被害届を提出する場合があります。 

 

 

 

 

② 選択可能な会場・日時から、テストセンター会場及び都合の良い日時を仮予約する。 

（メールの受信後、すぐに予約可能です。） 

③ 自宅等のパソコン又はスマートフォンで「性格検査」を受検する。※会場の予約が確定 

④ 予約したテストセンター会場で「基礎能力検査」を受検する。（６/2 (火)～６/２１(日)） 

① 「ＳＰＩ３受検依頼メール」を受信  （５/２７(水)に人事委員会事務局より送信予定） 

 消防吏員Ａ（ＳＰＩ方式）の第１次試験の教養試験は、 SPＩ３（基礎能力検査）【テストセンター方式】  

のため、公務員試験用の特別な対策は不要です。 

 また、全国のテストセンターやオンライン会場で受験できるため、遠隔地の方や日中時間が取り 

にくい方も受けやすい試験となっています。 

SPI3の特徴 
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 ９ 合格から採用まで   
最終合格者は、人事委員会の作成する名簿に登載され、原則として令和9年４月１日に任命権者によっ

て採用されます。 

上級行政技術（土木、建築、電気、衛生管理（動物））、ボートレース技術補、海技（機関）については、原則

として令和9年４月１日に採用されますが、最終合格者の希望等を踏まえ、令和8年10月１日に採用する場

合があります（令和8年10月１日採用を希望された場合でも、必ず希望に沿うとは限りません。）。 

上級行政技術（土木、建築、電気、機械、造園）の最終合格者のうち、令和10年4月1日又は令和11年4

月1日の採用を希望し、人事委員会が認めた場合は、原則として採用前年度に、任命権者による選考等を

経て採用を決定します。 

最終合格者については、採用手続き及び採用後の人事管理の必要性から、採用試験の申込み等に関す

る書類（情報）を各任命権者に提供します。 

(1)  受験資格を満たさないことが判明した場合又は提出書類の記載事項（電子申請の入力事項を含む。） 

 に事実と異なる記載があった場合は、採用される資格を失うことがあります。 

(2) 受験資格に免許又は資格を必要とする募集区分において、次の場合は成績のいかんに関わらず採用 

 されません。 

 ・ 採用の前年度に実施される国家試験で当該免許等を取得できなかった場合 

 ・ 採用の前年度中に学校等を卒業できず 当該免許等を取得できなかった場合 

 ・ 当該免許等が取り消されている場合又は業務の停止を命じられている場合 

 １０ 給与等  

(1) 初任給（給料＋地域手当）                                       （令和8年４月１日現在） 

募 集 区 分 初任給  募 集 区 分 初任給  

上級 252,780円 獣医師 265,760円 

消防吏員A 260,810円 保健師（大学卒業の場合） 258,280円 

ボートレース技術補 
（大学卒業（22歳）の場合） 

235,620円 
ボートレース技術補 

（高校卒業（18歳）の場合） 
218,240円 

海技（航海・機関） 
（大学卒業（22歳）の場合） 

236,720円 
海技（航海・機関） 

（高校卒業（18歳）の場合） 
219,560円 

 

※ 上位の学歴や経験年数を有する人は、一定の基準により加算されることがあります。 

（例：上級で大学院修士卒の場合 263,230円） 

※ このほかに給与関係の条例、規則等の定めるところにより、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉

手当（賞与）等が支給されます。 

※ 採用されるまでに給与関係の条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

(2) その他 

勤務場所となる各施設の敷地内又は屋内は、全面禁煙です。また、勤務時間中の喫煙は禁止です。 

 

 

 

 

６ 

合
格
か
ら
採
用
ま 

17



 

  １１ 採用候補者名簿有効期間の延長（採用の猶予）について                                   

（１） 対象者 

  上級行政技術（土木、建築、電気、機械、造園）の最終合格者のうち、対象となる在学中の学校を正規の修業年限※

で卒業または修了することを理由に名簿登載期間の延長を希望する人で、人事委員会が認める人 

  ※正規の修業年限であるかについては、入学日を起算日とし判断します。 

  ※在学中の学校とは、申込日時点及び最終合格決定時点で在学中の学校をいいます。なお、採用の猶予を希望し

た場合で、申込日から最終合格発表までの間に中退又は留年等の事情が発生した場合は、速やかに人事委員会

事務局へ届け出てください。（当該事情が発生したことをもって合否に影響することはありません。） 

 

（２） 対象となる学校等 

  学校教育法に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校 

 

（３） 採用を猶予する場合の採用日 

令和８年４月時点の学年（主なもの） 採用日（原則） 

大学〔４年制〕の３年生、修士〔２年課程〕の１年目、博士後期〔３年課程〕の２年目 

高等専門学校専攻科〔２年課程〕の１年生        等 
令和１０年４月１日 

大学〔４年制〕の２年生、博士後期〔３年課程〕の１年目  等 令和１１年４月１日 

 

（４） 名簿登載期間の延長（採用の猶予）を希望する場合の手続き 

  受験手続きの際に、「採用候補者名簿有効期間の延長の希望確認フォーム」において、希望を申告してください。

（受験手続きについては１０～１２ページを確認してください。） 

 

（５） 提出書類 

  採用の猶予を希望する人は、第１次試験合格後に、在学中の学校が発行する在学（籍）証明書または成績証明書（入

学年月が記載されたもの）を提出していただきます。必要に応じて追加で証明書類の提出をお願いする場合がありま

す。書類を提出できない場合は、採用の猶予が認められない場合があります（合否に影響はありません）。 

 

（６） 注意事項 

  ・採用の猶予を希望するか否かによって、合否に影響はありません。 

  ・留年又は中退により合格が取り消しになることはありません。ただし、中退した場合は、採用を猶予する理由がな

くなりますので、予定より早く採用する場合があります。採用の猶予を認めた場合で、最終合格後に学校等を留年

又は中退した場合は、速やかに任命権者に届け出てください。 

 

◆◇◆◇◆採用候補者名簿有効期間の延長（採用の猶予）に関する Q＆A◆◇◆◇◆◇ 

 A1：現に在学中の学校を卒業するために必要な場合なので、最終合格後に別の学校等に入学・進学する場合は対象

外です。 

 A２：現に在学中の学校を卒業するために必要な場合なので、最終合格後に別の学校等に入学・進学・編入（大学３年

次編入等）する場合は対象外です。（専攻科は、本科とは別の課程として扱います。） 

 A３：猶予は最大２年間としており、博士課程の前期と後期とは別の課程として扱いますので、後期３年の課程を修了

するまでの猶予はできず、前期課程（２年）の修了までの猶予となります。 

Ｑ１：令和８年４月時点で大学４年生であり、大学院進学を検討中です。合格した場合、大学院（修士課程）を修

了するまで猶予できますか？ 

Ｑ2：令和８年４月時点で高等専門学校５年生であり、専攻科進学を検討中です。合格した場合、専攻科（２年

課程）を修了するまで猶予できますか？ 

Ｑ３：令和８年４月時点で博士課程（前期２年、後期３年）の前期１年目です。後期３年の課程を修了するまでの

４年間を猶予できますか？ 
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 A４：「在学中の学校を正規の修業年限で卒業することを理由」に必要な場合のみ認めることとしており、海外留学、

ワーキングホリデー及び民間企業等への就職等により正規の修業年限を超える場合の採用の猶予は、その経験

等が採用後の業務に関連するか否かを問わず、行いません。よって、通常どおり採用前年度の試験を受験してい

ただくこととなります。（正規の修業年限の中での活動等については差し支えありません。） 

A５：現在、大学４年生の場合は、採用の猶予は行いませんので、通常どおり、原則、令和９年４月１日採用となります。 

A６：現在、大学１年生（在学１年目）の場合は、採用の猶予は行いません。４年制大学の場合、在学２年目又は在学３年

目の方が、猶予の対象になります。 

     

A７：猶予の年数は、在学中の学校の入学日を起算日とした場合に、正規の修学年限で卒業できる年数となります。

（４年制大学であれば、在学４年目までで卒業したと仮定した場合の年度まで猶予し、それ以上の猶予は原則と

して行いません。） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A８：猶予を希望することで合否に影響することはありません。（希望の有無にかかわらず、試験の成績順により合否

を決定します。）  

A９：採用の猶予は、行政技術（土木・建築・電気・機械・造園）のみが対象です。 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ４：１年間留学するため、正規の修業年限を超えてしまいます。採用の猶予は可能ですか？ 

Ｑ５：令和８年４月時点で大学４年生（在学４年目）ですが、採用の猶予は可能ですか。 

例． 令和６年４月に４年制大学に入学し、１年生から２年生への進級にあたって１年間留年した場合。 

⇒正規の修業年限（４年間）であれば令和１０年３月に卒業であるため、採用は令和１０年４月１日となります。 

 
   R6.４月        R7.４月          R8.４月   R8.8月   R9.４月           R10.４月         R11.３月 
     大学入学     留年(進級せず)        進級   最終合格     進級              進級            卒業 

      
１年生 

（在学１年目） 
１年生(再) 

（在学２年目） 
２年生 

（在学３年目） 
３年生 

（在学４年目） 
４年生 

（在学５年目） 
     

                                                                  勤務開始  

                                                          R10.4.1 

なお、それ以上の猶予はできませんが、採用後に勤務しながら大学（５年目）に通うことは可能です。履修状況

等を勘案し、上記の例であれば、ご自身が令和１０年４月１日から勤務可能と判断する場合に、受験してくださ

い。令和１０年４月１日からの勤務が難しいと判断する場合は、通常どおり、卒業の前年度の試験(上記の例で

あれば、原則として令和１１年４月１日に採用となる令和１０年度の試験）の受験も検討してください。 

Ｑ７：現時点で、大学を留年する可能性があります（または、既に留年している）。正規の修業年限では卒業で

きませんが、卒業できるまでの間、採用の猶予は可能ですか？ 

Ｑ６：令和８年４月時点で大学１年生（在学１年目）〔４年制大学〕です。採用の猶予は可能ですか。 

Ｑ９：行政事務を希望していますが、採用の猶予はできますか。 

Ｑ８：猶予を希望すると、合格しづらくなりますか。 
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＜お問合せ先＞ 

 
  受験申込み手続きに関する問い合わせは、原則として、『マイページ』の 

「メッセージ」機能を利用してください。 

    
◎ 受験手続きの締切が迫っているなど、お急ぎの場合は電話で連絡してください。 

◎ 第１次試験日（６月21日（日））及び下記の時間以外は、電話・メール・メッセージ等へ 

 の対応はできません。 

◎ 福岡市職員募集ホームページに掲載されている「採用試験受験申込みに関する 

 Q＆A」に問い合わせの方法を記載していますので、ご確認ください。 

◎ 「申請の取下げ」については、『マイページ』から各自で行ってください。 

   （「採用試験受験申込みに関するQ＆A」をご参照ください。） 

◎ 災害（地震・風水害・感染症等）等による試験の中止・延期等の緊急連絡については、 

 福岡市職員募集ホームページ及び『マイページ』でお知らせしますので、 

 試験直前には必ず状況をご確認ください。 

＜福岡市職員募集ホームページ＞ 
 https://www.city.fukuoka.lg.jp/jinji-iinkai/ninyo/shisei/saiyou.html 
  ※以下の情報を掲載していますので、併せてご確認ください。 

・令和７年度採用試験実施状況 

・試験成績の開示について 

・外国籍職員の担当職務について 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 

福岡市人事委員会事務局 任用課 
TEL  092-711-4687 （平日9：00～17：00） 

FAX  092-733-5866 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目８-１ 

（市役所議会棟５階） 
 
                          
 
                   

  

「採用試験受験申込みに関するQ＆A」
はコチラのページから▼ 
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